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憂知センター葬判$
8月 27日 (土)午後 1時 半より、第 1

5期 総会が開かれました。大阪健康セン

ターの北田修造さんの記念講演を目玉に

して 1年 を総括 し、これからの 1年 の活

動方針を決めました。

健康センターの活動への注目度が、少

しずつ高まっています。年 3回 の電話相

談 日に相談の電話をしてくる人が多くな

りました。希望に胸をふくらませて就職

したのに、早朝から深夜まで働かされて、

健康を心配 し、胸がつぶれるような親御

さんからの相談が多くありました。新た

に、 7月 の全国安全週間の一 日にも電話

相談を開くことを計画 しています。

相談がきっかけとなって、杉山過労死

事件 と山下過労死事件で労災認定を勝ち

とったことは、健康センターも支援 して

きただけに、大きな成果と喜びたいもの

です。総会では、 ト ヨタの労働者のご主

人の過労死認定を求めて裁判を始めた内

野さん、刈谷市職員で公務災害認定が認

められず基金支部審査会に審査請求をし

ている倉田さんが支援を訴えながら挨拶

されました。早期解決のために支援を強

めていきたいと考えます。

今年、健康センターのホームページの

更新がすすんでいます。体裁、内容共に

他に誇れるものになっています。その割

にまだホームページにアクセスする人が

多くありません。ホームページが、働 く

人の健康のために、心のよすがとして大

事なものになりますように、読者の皆さ

んも是非センターのホームページを開い

てみてください。
この秋、健康センターの活動が全国あ

まねくゆきわたることを念願 しつつ、東

海北陸セ ミナーを名古屋市で開催 しま

す。 10月 29日 (土)～ 30日 (日)、

全港湾会館が会場です。こぞつて参加 し

てください。
この日、刷 り上がったばか りの健康セ

ンターが発行する 「年会誌」が配 られま

した。働 く現場に労働安全衛生委員会の

活動を広めようとする 「座談会」や 「労

働組合の労働安全活動方針を特集 した資

料」が注目されています。ぜひ、あなた

の手元にも1冊備えて、活用 してほしい

と思います。働 く者の健康 と安全が大切

にされる社会に前進するよう健康センタ
ーの会員がもつともつと増えますように

あなたの

協力 をお

願 い した

い もので

す。

日洪」理事

長代行

ンンン軍ン懸ニ
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第 15期 総

記 念 講

1.学 者 ・研究者はどこにいるか

①大阪労働安全衛生研修所

②大阪産業保健推進センター

③府立公衆衛生研究所

④民主法律家協会

⑤大阪民主医療機関連合会 ・社会医学研

究所

⑥関西勤労者教育協会
これらの場所にいる先生方と関係を持

ち、それを大切にする。

2.単 産加盟組合の中で優れた労働安全

衛生活動を実践している組合と仲良く

する

①民間組合

化学一般関西地本 ・全港湾阪神支部 ・

福祉保育労大阪地本

②公務関係

単組 ・支部では安全衛生委員会活動は

おこなわれているが、単産として機能

を発揮していない。

③いくつかの問題点
・専従役員が多忙過ぎてプロフェッシ

ョナルにまで至らない。
・2007年 を境にして次世代を担う

役員の人材がいない。
・労働法規 ・労働安全衛生法 ・労災補

償制度の知識がない。

3.学 者 口研究者 ・専門家とのつながり

をどうするか

①これらの専門家を大切にする。専門分

野 ・調査活動 。分析の依頼の協力要請

②方針の検討のときから意見を聞いて参

加してもらう。

学者 ・研究者 ・労組と
健康センターのネットワークづくりを

どうすすめるか

大阪労働健康安全センター 北 回事務局長

③労働安全衛生に関わる資料を提供す

る。

全国センターの機関紙、安全の指標、

労働衛生のしおり (厚労省発行)な ど

をセンターで購入 して郵送する。

④講演 ・講義を短くとも要請する。

食事をともにして意見の交換や頼みや

すい関係を築くこと

⑤講師を先生の紹介を生かして増や して

V くヽ。

⑥労働相談センターの相談員は毎 日様々

な事例の相談に応 じるために 1年 たつ

とめざましく頼 りがいのある相談員に

成長する。

北口さんは全国センターの理事会のな

かでも論客で、運動の指導者である。会

議の時の発言も鋭い。それは実P-2に裏付

けられた発言であるからだ。また、会議
の後の懇親会での話が面白い。本当のこ

とを歯に衣を着せない言い方で解説 して

くれる。私にとつては貴重な勉強の機会

です。先を見た、細かい配慮があること

に気づきます。(文責 :宮崎脩一)

Lヽ勲

許繍十ギを
講演する北□さん
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トヨタ 自動 車

内 野 健 一 さん

過 労 死 事 件

7月 22日 (金)午後 1時 半、名古屋地

裁前には 「内野健一さんの過労死を労災

と認めよ !」の横断幕。横断幕を目印に、

弁護団、支援する会会員、名古屋過労死

家族の会、愛知健康センター会員、労問

研会員など、約 20名 が集まりました。
テレビカメラの放列の中、横断幕を先

頭に、午後 2時 過、ご主人 ・健一さんの

労災不認定取 り消しを求める訴状提出の

ため、整然と名古屋地裁に入 りました。
1階 の受付で提出した訴状には、認印

も必要なく、短時間で手続きは終了し、

受け付けられました。

原告弁護団は水野弁護士、岩井弁護士、

日谷弁護士、大辻弁護士の4名 で、この

訴訟は、豊田労基署と法務大臣 (国)を

被告とし、豊田労基署の労災不認定処分
の取 り消 しを求める行政訴訟 とな りま

す。

健一さんの労災認定闘争については、

豊田労基署が十分な調査もせずに、労災

と認めない理不尽な決定(2003年12月)を

しました。愛知労働局へ審査請求しまし

たが、これも2005年3月 31日付けで労災

とは認めない決定をしました。妻・博子

トヨタ 自動車

内野健 一 さん

過 労 死 事 件

午後 2時 25分から、記者会見が行われました。集まつたマスコミ

関係者は約 20名 。少 し緊張気味の博子さん、堂々として慣れた様

子の弁護団。準備されたマスコミ用の資料が記者に配られ、日谷弁

護士から提訴にいたつた経過が説明されました。原告 。博子さんが

記者会見で訴えた内容は、次のとお りです。

労奨不認定取り消しを求め

名古屋地載ヘ
ロ
ロ
▼

●

さんは、これらの決定に到底納得できる

ものでなく、4月 19日付けで、労働災害

保険審査会 (中央審査会)へ 再審査請求
していました。 しかし、法的には、再審
査請求後三ヶ月経てば、労災不認定取 り

消しを求め提訴できるシステムになつて
います。従つて、博子さんはじめ弁護団

会議で検討の結果、三ヶ月を経過 した 7

月22日午後を提訴 日と決定し、訴状の内

容も検討されていました。また、マスコ

ミにも提訴の旨を連絡 しましたが、世界
の 「トヨタ自動車」社員の妻が提訴する

ということで、マスコミの関心も極めて

高かったようです。

坐 ムゆ"究!注,,確強

噛獲f豊習孵 甚

名古屋地誠前
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■ ど の よ う な J犬 ガ己フ壱 っ た二(の か ?

主人は、いつもニコニコして人のため

に動 くような、優 しい人でした。その主

人が、亡くなる半年前くらいから前から、

休みの 日も眉間にシワを寄せて、「余裕
がない 1」と笑顔が消えてしまいました。

そして、どんどん帰宅時間が遅くなり、

友達からも 「そんなに働 くと死ぬぞ !」

と言われ、 lヶ 月後に倒れて亡くなつた

のです。周囲が過労を心配する中、夜勤
の最中に工場で、上司の横で倒れたので

す。

にもかかわらず、豊田労働基準監督署

は十分な調査もせず、「会社にいても仕

事をしていたかどうか分からない。」と

いう理由で却下しました。豊田労基署は、

主人の組の労働環境を十分調査せずに反

■イ可 畿箕十一
<を 子 ジ ブと

主人は、品質管理のライン外業務をし

ていたので、ライン残業後もいろんな ト

ラブル処理や対応がありました。そして

それ らがある程度落ち着いたら、状況や

引き継ぎ事項をまとめ、申し送 り帳に記

入するとい う仕事がありました。主人は、

その記入中に倒れたのです。

そして、車作 りに関する仕事以外にも、

トヨタには賃金がつかないさまざまな業

務があります。建前は 「自主活動」です

が、実質は 「ほぼ強制」であり、そのほ

とんどに主人は役割を任命 されていたの

です。例えば、QCサ ークル活動 リーダ
ー、創意工夫のチェック担当、交通安全

リーダー (車を作る トヨタにおいて、車

作 りと並ぶくらい重い課題で、日々出運

転中にヒヤ リとしたリハットした体験を

まとめたリミーティングを行います。)、

新人教育、EX会 広報係、そして、組合

の職場委員です。これ らの役割を上司に

任命 されて、会社でこれらの仕事を行つ

ていても、通称 「インフォーマル活動」

と言われ、「仕事」 とは認められない。

対番 と比べた り、亡くなる直前の仕事中
の トラブル処理についても調査 しないま

ま 「業務外」 とい う結論を出しました。
「結果ありき」 としか思えません。 主

人は帰宅するとまず、「疲れた」 と言つ

てお風呂に入 り、食事もそこそこに寝る

ような状態でした。土 日は休みのはずで

すが、社内の行事の役割をいくつか任命

されていたので、行事のための準備作業

や行事運営に追われ、頭が うまく回つて

いないような状況で した。それなのに、

会社で時間をつぶ していたかのような理

由で却下されたことは到底考えられませ

ん。主人に申し訳ない気持ちで一
杯です。

過労死でないとい うならそれを証明 し

てほしい。

σ)力 ) ?ヽ!

関心を集めた記者会見

このようなバカな論理のもとで、主人の

頑張 りを無駄にされるわけにはいきませ

ん。

主人は、いつも上司や部下のことを気

遣つて仕事をしていたのに、亡くなった

途端に、みんな自分がかわいいか らと去

っていきました。労働組合です ら、自発

的には何もしないとい う姿勢です。それ

でも私は諦めずに、
一つ一つ改善できる

点を会社や組合に要望 し、みんなが安心

して働 くことができる環境作 りに、少 し

でも貢献できればと思つています。
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改悪 『労働安全衛生法 (棄)J.躍 !

働くもののいのちと健康を守る全国センター声明要旨

2005年8月 8日 、参議院本会議は、郵

政民営化法案を否決 し、小泉総理は衆議

院を解散 しました。衆議院解散により、

労働安全衛生法等 「改正」案 (労働安全

衛生法、時短促進法、労災保険法、労働

保険料徴収法の四つの 「改正」法案)は 、

廃案 となりました。
この労安法の改悪は、過労死 ・過労自

殺予防対策 とはならないこと、長時間労

働を野放 しにするだけであることなど、

私たちは法案 「改正」の問題点指摘 して

きました。 さらに、過労死を考える家族
の会など全国の仲間とともに、国会議員

との懇談会、厚生労働委員を中心にした

議員要請行動、ハガキ要請運動、各県の

労働局交渉など、積極的に運動を進めて

きました。その結果、 3月 に国会上程さ

れたにもかかわらず、 7月 まで厚生労働

委員会での審議が行われなかつたことが

示すように、審議入 りを大幅に遅れさせ、
55日 とい う大幅な国会の会期延長にも

かかわらず、改悪法案の成立をさせませ

んでした。

△ 言善 腔

B言 善 座

C言 善 座

D言 毒 座

しかし、日本経団連など財界は、 JR
西日本福知山線の脱線転覆事故やアスベ

ス トによる健康被害が社会問題になって
いるにもかかわらず、事業主の安全配慮

義務を後退 させ る意図を捨てていませ

ん。また、労働基準法による労働時間規
制を受けない労働者を作 り出す 「ホワイ

トカラー ・エグゼンプションの制度化」
など、財界 ・政府は、長時間労働をさら
に野放 しにしようとしています。これ ら

は、過労死 ・過労自殺を増やすものと言
わざるを得ません。

私たち全国センターは、労働安全衛生

法等 「改正」案を廃案にさせたことに確

信を持ち、「月45時 間以上の残業で医

師の面接を義務化する」などの要求実現
のため、さらに運動を強化することを呼

びかけます。

恒例にな りました 「秋の健康学校」を下記の日程で開催 します。講座の内容、

講師などについては現在検討中です。講座 ・講師のご希望がありましたら、事務

局までお知 らせ下さい。    と
■  ■ 月   0日 (刀 く)

■  ■ 月 ■ 6日 (刀 く)

■  ■  月  2  4 _  日  (男 ド )

■  ■  メ司 3  0  Eヨ  (水 )

辻ラ～/～/～/～/ヅ既切比/ゴ境′E生班呈1昼撹 ′野えを2芽づ
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刈 谷 市 職 員

倉田康弘さん

過 労 死 事 件

働 くもののいのちと健康は、国を追つて脅かされています。

これ らを解決するためには、職場に労働安全衛生法に基づ く

せ、これを活性化させて、経営者に問題の解決を迫ることです。

強 しなければな りません。健康センターはそれを支援 します。

1年 間 4000円 で、機関紙 と年会誌が自宅に送 られます。

詳 しくはホームヘージを見て ください。
- 6 - .

倉田康弘さんの公務奨書認定をもとめ
基金支部審査会に雷査請求書を提出

2002年 (平成 14年 )5月 、遺族の倉田利奈さんは、未 ・康夫さんの過労死は公
務災害であると、地方公務員災害補償基金に公務災害の認定を求めてきました。2005
年 (平成 17年 )7月 、基金愛知県支部は、公務外の決定をくだしました。情報公開
によって手にした、基金支部から基金本部へ提出された協議文書があります。これを
読むと、遺族や支援する会が調査、指摘 してきたことがたくさん採用され、「本件疾
病が公務上であるか否かは、判断困難である」とまとめられていました。基金が下し
た最終的な決定は、「公務外」とい う結論のために、倉田さんの不利になる材料ばか
りを証拠として取 り上げています。 とても納得できないものです。

9月 14日、倉田さんは、愛知県支部審査会に、審査請求書を提出しました。たたか
いの場は、基金支部審査会に移 ります。倉田さんの勤務実態について、基金支部の評
価を見直して、公務外認定を取 り消すよう、求めたたかうことになりました。

基金支部審査会の段階で、公務外の決定を逆転させた例が、和歌山県と滋賀県にあ
ります。倉口康弘さんの事案についても運動をさらに広げて勝利 したいものです。現
在、支援する会では、審査会に参加できる 「代理人」を募つています。多くの目で審
査会での審議を見守ることが、公正な決定を出させる第一歩です。

刈谷市職員ロ

支援する会では、「審査会代理人」を募集中です。
「代理人」は、どなたでもなれます。
「代理人」は、審査会に出席 して、審議に参加 します。発言の機会はありません

が、多くの目で審査を見守 り、公正な結論を引き出すのに欠かせません。
「代 理 人 」 に な って い た だ け る方 は、 セ ン ター まで TE Lま た は FA Xを !

センターTEL&FAX 052-883-6966

士
甲

死出
刀

過んキ

Ｇ
乱
掛

由
尿

田合
届

あなたも健康センとタ
ーの会員になりませんか。

、労安委員会を設置さ

そのためには、少 し勉



全国労働衛生週間のとりくみ促進を
全国労働衛生週間は今年第56回を迎

え、 9月 1日 ～30日を準備期間、10月1

日～ 7日 を本週間として実施されます。

今回のスローガンは「働き過ぎていま

せんか 働 き方を見直して 心 とからだの

健康づくり」です。

厚労省の課題提起は、「石綿による肺
がん、中皮月重は近年増加 してお り、また

依然として、全疾病者数の約 6割 を占め

る腰痛等の負傷に起因する疾病や、じん

肺症等の職業性疾病は後を絶たず、有機

溶剤中毒、
一酸化炭素中毒、酸素欠乏症

等の災害も繰 り返 し発生 している」「脳
・心臓疾患につながる所見を始めとして

何らかの所見を有する労働者の害1合は増

加を続けてお り、2004年(H16)は47.6%

に上っている」「また、仕事や職場生活

に関する強い不安、悩み、ス トレスを感
じる労働者の割合は6害1を超えてお り、

今年も下記の日程で、「過労死 ・過労自殺電話相談 110番 」を行います。昨

年は、マスコミにも連絡 して行つたところ、午前 10時 きっかりに電話が鳴り始

め、相談電話は、とぎれることがつりませんでした。また、マスコミの取材もあ

り、事務局は対応におわれました。是非、電話相談 110番 の相談員をお手伝い

下さい。  052-883-6966  052-883-6983

f～

1回目i10月10日(月)

業務によるス トレスなどにより精神障害

を発症する事案は年々増加 し、さらに、

今後石綿を使用 した建築物等の解体等の

作業の増加が予測されてお り、当該作業
による労働者の石綿ばく露が懸念されて
いる」などであり、石綿問題が大きい。

他にも、腰痛 ・VDT作 業疲労 ・感染症

対策などを課題 としています。

皆さんの職場では、課題が多すぎると

か、よくわからないなど様々でしょうが、

少なくとも、活用できる厚労省通達の周

知や学習会ぐらいは実施できると考えま

す。
10月7日に設立総会を迎える 「働 くも

ののいのちと健康を守る一宮地方センタ
ー」設立準備会は、9月24日に 「腰痛予

防」の学習会を行い、全国労働衛生週間
の取 り組みに役立てる計画を進めていま

す。 (理事 :三栄国康)

2回目!11月23日(水)

ｎ
、、

t～/～/～/ラ～度見/獨′.1°時
～午後4時(電足支もと～/～/_/～/～ガ
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9月 2日  労 働会館会議室で、裁判の

判決に従って、被告の内、遠山と妹尾と

山田 (退職)を 除く人たちから、泰中さ

んに対 して、直接、謝罪が行われました。

泰理事長が代表 して、謝罪の言葉を言つ

た後、鈴木清覚、鈴木峯保、大浦、熊谷、

後藤、古川、長谷川、篠塚の各氏から一

人一人の言葉で謝罪がありました。泰中

さんは途中で気分が悪くなり、 15分 程

度休憩をとりましたが、すべての人から

の訪寸罪の言葉を聞いていました。

泰中さんの職場では、ゆたか労組の人

が多く、ゆたか労組は 9.23の 職員会

議は正当なものであったという主張を変

えていません。そればかりかきょうさ連

の会員に対 して 「泰中裁判の総括の目的

とねらいは何か一泰中裁判の本質とゆた

か福社会労働組合がおこなつてきたこ

と」と題する文書を送 り、この中で 「9.

23職 員会議はそれまでの職員会議 とな

んらかわりがありません」として 「判決

が事実誤認」であり、「泰中さんが外部

の動きを利用して労使問題にす りかえた

自分本位の許 し難い態度です。」 と発表

しています。これは泰中判決を真っ向か

ら否定するもので、このような姿勢では

ゆたか福社会の再生は出来ません。愛知

県や名古屋市の指導にも従わないことの

表明になります。ゆたか労組のこの姿勢

を許 していたら泰中さんの職場復帰はで

きません。早急に被告遠山と被告妹尾の

謝罪を行い、ゆたか労組は泰中問題につ

いての深い自己批判を公表 しなければな

りません。ゆたか福社会のゆたか労組に

対する指導が必要です。そして、それに

従わないようなら、ゆたか労組の孤立化

を一層進めて、組合員の大量脱退がおこ

り、職場での影響力がないような状態を

つくりださなければなりません。すでに

新 しい組合結成の動きも見られるようで

す。

ゆたか福社会との交渉は 10月 13日

の中労委交渉をめどに決着することをめ

ざして進められています。

が完成 しました。今年の年会誌の特集は、「労

各労組の労安方針をまとめました。是非お買い

2005年会話「↓1のちと健康B憂畑!
出
刃

恐

加
罰

軒

純

村

2005年会誌 「いのちと健康 ・愛知」

働組合の労安方針について」 と題 し、

求め下さい。

頒価:¥1,
昨年度とセッ

● 「労働 と科学」(東京社会医学研究所発行)～特集
“
職場の労安活動

":1000円

川本ポンプ 名 古屋水道労組 愛 知高教組 愛 教労組 (小中学校)の 実践

0「 いのちと健康」(全国センター季刊誌)～特集
“
心の病からの職場復帰

":700

名勤生協労組のメンタルヘルス対策が載っています。

でま局務よ

５

抑
１

能
腋

回

同

２

と

ｎ
Ｕ

ら

ｎ
Ｕ

な

ｎ
ｕ

ト
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石綿 (アスベスト)対 策要請書 (棄)
センターでは、愛知県に対して、「石綿 (アスベス ト)対策要請書」

の提出を検討 しています。その(案)を以下のようにまとめてみまし

た。是非ご意見をお寄せ下さい。

愛知県知事  神 田 真 秋 様

愛知県労働組合総連合

議  長  羽 根 克明

愛知働 くもののいのちと健康を守るセンター

事務局長 宮 崎 脩一

石綿 (アスペス ト)対策に関する要請書
(前文略)

1.徹 底 した調査に取 り組むこと

(1)県として市町村や企業に対 し、石綿使用箇所や危険箇所の徹底 した調査と報告を求
めること。

特に、損傷、劣化により石綿が飛散する恐れのある吹きつけ塗装部の調査と石綿
予防規則に基づく対策をとること。

医療機関に対 し、プライバシーには十分配慮 しながら、現在治療中及び過去の中

皮腫、肺がん患者のリストを作成 し、職歴や生活歴に石綿曝露が存在 しないかどうか
の調査を依頼すること。

(2)学校その他の公共施設や企業において、石綿製品が使用されているか、あるいは放

置されている事実が判明した場合は、直ちに対策を検討 し、県民に明らかにするこ

と。この場合、調査対象を 「吹きつけアスベス ト」に限定しないこと。

2.潜 在的被害者の把握に努めること

(1)県として、各種医療・保健機関と相談し、一定期間、健康相談と必要に応 じた公費負

担による検診を早急に実施すること。

(2)県民に対 し、石綿の有害性や健康被害について啓蒙するとともに、石綿関連事業に

従事 したりその周辺に居住 したことがある場合は、相談・検診が受けられることを

広く知らせること。       こ

3.被 害者の救済に万全を期すこと

(1)アスベス ト被害は、労働災害、二次災害(家族、周辺住民など)、公害という三つの側

面を持つているだけに、補償問題のみならず、アスベス ト曝露者の健康管理、アスベ

ス ト使用物の補修・解体・廃棄等に関する予防対策を総合的に進めること6

(2)以下の内容をふまえた「石綿法」の制定を国に求めること。

①すべての中皮腫患者を対象とした職歴見直しと適切な労災認定を本人・遺族、医療機
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関の協力を得ながら行政機関の責任において実施すること。

②職歴証明が困難な事例については、労働基準監督署に相談念口を設置 し、労働実態に

即 した認定を行えるようにすること。

③以下のことに考慮 し、早急に石綿による疾病の労災認定基準を改定すること。
・中皮腫に関しては、石綿の職業性曝露が確認 された労働者はすべて労災認定する
こと。

・肺がんについては10年以上としている曝露期間の撤廃もしくは短縮をはかるこ

と。
・国の責任で胸膜肥厚斑や肺組織の石綿繊維の検索・分析機関を増やすこと。検査
に要する費用も国が負担すること。

④石綿の被害が長年にわたって労働者に知らされてこなかつた事実をふまえ、療養費
用・休業補償に関 しては2年間、遺族年金等に関して5年間としている時効の弾力的

運用をはかること。

(3)保健所や自治体に家族の第2次災害や地域での被害者に対する相談窓口を設置する
こと。国に対 し、被害に対する補償制度の創設を求めること。

(4)医師会等を通 じて個別の医師(とりわけ呼吸器担当)への啓蒙を図るとともに、産業

保健推進センター、医師会、労働基準監督署等において医師が相談できる窓口を

開設 し、労災認定の推進を図る体制をつくること。 日本産業衛生学会や医師会な

どの協力を得て、石綿肺や中皮腫に関する研修会を積極的に行 うこと。

また、自主的に相談活動を実施 している団体や実施 しようとしている団体を県

政だより等で紹介したり、補助金を支給するなどの援助を行 うこと。

(5)中皮腫の早期発見を目的とした診断技術の向上と、治療法の確立を国家的プロジ

ェク トとして行 うよう国に求めること

(6)石綿による健康障害を早期に発見するための健康管理体制の充実を国に求めるこ

と。特に、健康管理手帳の活用を重視 し、全ての石綿作業者 (一人親方を含む)に健

康管理手帳を交付 し、在職中からの一
員した健康管理体制の確立をはかるよう国に

求めること。

4.石 綿の全面禁止を

(1)石綿の使用をただちに全面禁止すること。法的措置を国に求めること。

(2)石綿製品(とりわけ建材)の解体や除去にあたっては、石綿飛散による労働者や周辺

住民の健康障害が発生しないように安全な除去法の徹底と、その監現・指導体制を

確立すること。

(3)環境演1定と公表の義務化

工事差 し止め、解体等で、石綿飛散が起こる危険がある作業に関しては、作業環境

測定、周辺環境測定を事業者の責任で行 うことを義務付け、さらに労働者・住民に対

する公表も義務付けること。環境基準に違反するものに関しては、工事中止を含む

行政処分を行 うこと。

(4)産業廃棄物としての石綿対策

撤去 した石綿含有廃材等の管理に関して、解体業者のみならず依頼者の責任も明

確にした産業廃棄物としての石綿対策を強化すること。

(5)民間施設や住宅などのアスベス ト除去に関わる工事を推進するために、助成制度
の創設などを検討すること。

(6)零細な建材業者、建設業者の在庫品を代替品と無償交換ができるように、国やメ
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―カーに要請すること。

5,以 上の要請を実現するために、「石綿法」制定を含め、

にイ動きかけること。

必要な法改正を関係機関

アスベスト被書救済弁護団結成のお知らせ

9月 15日 に有志の弁護士が集まり結成 しま

情報提供をお待ちしています。

皆様からのご支援、

<連 絡先>

名古屋市中区金山1-9-17 金山スズキビル 8階  金 山総合法律事務所

弁護士 渥 美 玲子  駈  052-331-9054

東海it隆ブロックセミナ‐のご案内
静岡、愛知、岐阜、二重、福井、石川、富山の各県から労働安全衛生活動の学習と

交流を目的として、初めてのブロックセ ミナーが開かれます。今年は愛知の責任で開

催 します。職場の労安問題に関心のある方は 是 非お出かけ下さい。

日 時 :10月 29日 (土)13時 受付～ 30日 (日)12時 まで

費 用 :当 日参加  1500円     宿 泊参加 ¥12,000円

会 場 :全港湾労組会館

宿泊先 :全港湾ハーバーロッジ (地下鉄名古屋港線 終 点下車 ① 出口から1分)

日 程 :10月 29日 (土)

14:00 講 演 「アスベス ト被害 とその対策」

講師 :愛知教育大学教授 ・久永直見先生

16:15 講 演「メンタルヘルス疾患からの職場復帰支援の手引き」

講師 :全労働愛知支部

18:30 夕 食交流会 (会 場 :豊澤園)

10月 30日 (日)  と

9:00 分 科会

① 「メンタルヘルス」対策

② 「労安活動、はじめの一歩」

③ 「教育現場の労安問題」

11:30 全 体会

12:00 閉 会

-  1 1  -



月  日 事 項 時間 ・場所など

9月 28日(水) ゆたか第 3回交渉

金丸事務局会議
労働会館

事務所30

29日 (木) 挺身隊裁判 13i30名古屋高裁

30(金 )～

10/ 1 (土)
健康で安全に働くために全国交流会 大 津

10月 1 日 (土) 第 3回 全国センター理事会

労問研総会 13:00労 働会館会議室

2日 (日) 愛知県道路問題交流集会 11:00保 険医協会

3日 (月) 事務局会議 10:00事 務所

7 日 (金)
一宮健康センター設立 1 9 : 0 0 -宮 高齢者事業

団

8 日 (土) 愛知高齢者大会 10:00名古屋市公会堂

10日 (月) メンタルヘルス電話 110香 10:00～16:00事 務所

13日 (ラ介() ゆたか中労委交渉 東京

15日 (土) 東海労働弁護団総会 13:30

19日 (水) 事務局会議 10:00事 務所

29(土 )～

30(日 )

東海北陸ブロックセミナー 13:30
～12 : 0 0  全港湾労組

11/23
過労死 ・過労自殺 ロアスベス ト110番

052-883-6966   052-883-6983

10:00
～16 : 0 0  事務所

熱中症対策に扇風機付き作業着 鹿轍

住友軽金属の名古屋工場では、50度 近くになる職場で熱中症

が発生しています。アルミ缶に虫がはいったりするのを防ぐた

皆に客鰹[是盤 畳香穐摘帽ヤン 、挽支
作業着が試 しに配布されました。ボタンを押すと扇風機が回り

空気が送 り込まれて少 し涼しくなります。でも、焼け石に水。

職場全体の冷房装置が必要です。
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